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非開示理由等 所管局部課等

1 R1.8.30 R1.10.9

私立学校教育助成金調査表（A
表）のうち、２事業活動収支
計算書（平成30年度決算）
（学校法人○○学園外108法
人）

109 1 1

（7条3号）
徴収不能額等、その他の特別収入及び特別支出の小
科目の金額、退職給与引当金繰入額等については、
法人の収入・支出の状況を相当程度具体的に把握す
ることが可能となり、法人の競争上又は事業運営上
の地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

2 R1.10.2 R1.10.9
特定非営利活動法人○○の平
成23年○月○日付平成22年度
事業報告書類　外３件

52 1 1 1 1

（7条2号）
社員等の氏名、住所、清算人の電話番号等について
は、個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（7条3号）
短期借入金相手先については、法人の事業活動を行
う上での内部管理に属する情報であり、公にするこ
とにより、法人の競争上又は事業運営上の地位が損
なわれるため
（7条4号）
印影については、偽造等による犯罪の予防に支障を
及ぼすおそれため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

3 R1.8.30 R1.10.9

事務所備付け書類の写しの提
出について（令和元年7月7日
付）外２件

79 1 1 1 1 1

（7条2号）
責任役員等の氏名、生年月日、住所等については、
個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるものであるため
（7条3号）
特別財産等の区分、金額等については、宗教法人の
事業活動に関する情報であり、宗教行為及び信仰に
関連する情報が含まれているため、公にすることに
より、当該法人の権利その他利益が損なわれると認
められるため
（7条4号）
代表役員の印影については、偽造等による犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
（7条6号）
基本財産等の区分、品目等については、法人の事業
運営に関する情報であり、法人が規則等に従って、
その目的に沿った活動を行っていることを所轄庁が
把握するために提出を義務付けている書類を公にす
ることは、法の趣旨、目的に反するため、宗教法人
の所轄庁への信頼を損ない、宗務行政の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

決定区分 （根拠規定）条例7条
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4 R1.9.30 R1.10.10

平成31年度中央研修「情報公
開・個人情報保護研修」資料
「情報公開制度の概要につい
て」の12ページ目
「３　開示請求に係る事務の
流れ」

1 1
生活文化局広
報広聴部情報
公開課

5 R1.9.30 R1.10.10
平成31年度中央研修「情報公
開・個人情報保護研修」資料

3 1
生活文化局広
報広聴部情報
公開課

6 R1.9.30 R1.10.11
31生広情第○○号「審査請求
に伴う弁明書の提出について
（回答）」

8 1 1 1

（7条2号）
審査請求人等の氏名、住所、電話番号等について
は、個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるもの（特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）であるため
（7条6号）
審査請求書の内容等については、記載された内容を
公にすることにより、今後、公文書の開示請求をし
ようとする者が、自身の行う開示請求あるいは開示
請求に伴う審査請求に伴う情報を他者等に明らかに
されることを懸念し、結果として、開示請求を躊躇
する可能性を否定できず、東京都情報公開条例前文
に規定する「公正で透明な都政の推進と都民による
都政への参加の促進により、開かれた都政の実現」
を図る上で、重大な支障をおよぼすおそれがあるも
のと認められるため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課
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7 R1.9.30 R1.10.11

「31生広情第○○号（令和元
年○月○日）」弁明書の根拠
になる中央研修資料の該当部
分求める。（公開条例第34
条・第36条は、情報提供の義
務はない。）

1

令和元年○月○日付31生広情第○○号「弁明書」に
おいて、東京都情報公開条例第34条及び第36条を引
用して、弁明を行っているが、平成31年度中央研修
「情報公開研修」資料において、同条例第34条及び
第36条について記載されている部分はないことか
ら、請求にかなう文書は存在しない。

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

8 R1.10.2 R1.10.16

生活文化局において、別紙
１・別紙２を供覧したと称す
る“証拠”となる文書等　外9
件

1

（7条3号）
特定の事案の際に、特定の日に、都と話し合いを
行った法人等団体があるか否かを明らかにすること
となり、当該法人等団体の活動内容が明らかとな
り、当該法人等団体の競争上又は事業運営上の地位
その他社会的な地位が損なわれると認められる情報
を公にすることとなるため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

9 R1.9.17 R1.10.23

私立学校教育助成金調査表（A
表）のうち、２事業活動収支
計算書（平成30年度決算)及び
３貸借対照表(平成30年度）
（学校法人○○学院外168法
人）

338 1 1

（7条3号）
徴収不能額等、その他の特別収入及び特別支出の小
科目の金額、退職給与引当金繰入額等については、
法人の収入・支出の状況を相当程度具体的に把握す
ることが可能となり、法人の競争上又は事業運営上
の地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

10 R1.10.10 R1.10.24
苦情等/提案・意見等処理カー
ド（平成31年４月22日(月)外
６件）

12 1 1

(7条2号)
氏名、住所、内容欄の記載の一部については、につ
いては、個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるため

生活文化局総
務部総務課
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11 R1.10.16 R1.10.31
特定非営利活動法人○○の平
成23年○月○日付平成24年度
事業報告書類　外３件

40 1 1 1 1

（7条2号）
社員等の氏名、住所、清算人の電話番号等について
は、個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるものであるため
（7条3号）
短期借入金相手先については、法人の事業活動を行
う上での内部管理に属する情報であり、公にするこ
とにより、法人の競争上又は事業運営上の地位が損
なわれるため
（7条4号）
印影については、偽造等による犯罪の予防に支障を
及ぼすおそれため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

12 R1.10.25 R1.10.31
生活文化局広報広聴部情報公
開課の平成30年度一般図書類
登録台帳

3 1
生活文化局広
報広聴部情報
公開課

13 H29.10.28 R1.10.23
外務省から東京都へのトルコ
の○○に関する照会等に係る
記録

2 1 1 1

（7条5号）
請求に係る公文書に記載されている情報は、東京都
及び国における審議、検討又は協議に関する情報で
あり、公にすることにより、不当に不利益を及ぼす
おそれがあるため
（7条6号）当該情報を公にすることにより、東京都
と国との信頼関係が損なわれ、事務又は事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

生活文化局都
民生活部管理
法人課


